
経済論叢(京 都大学)第173巻 第2号,2004年2月

地下水保全税の制度設計(2)
一一熊本地域を素材にして一

川 勝 健 志

lV熊 本地下水税の制度設計

本節では,前 稿で紹介 した事例から得られる示唆等を参考に熊本地下水税の

具体的設計を試みる。なお,以 下で検討する地下水保全税(以 下,地 下水税 と

略す)は,法 定外 目的税 とい う形での導入を念頭に置いているが,バ ーデン ・

ヴュルテンベルグ州の事例のように,法 的には目的税でなくとも,同 時に地下

水保全プログラムを設け,実 質的には支出計画 と連動させる 「法定外普通税+

地下水保全プログラム」 という形での導入 も可能である。したがって,基 本的

には熊本地下水税を法定外 目的税 として導入することを想定してはいるが,必

ず しもその限 りではない。『しか し,地 下水税をいずれの形態で導人するとして

も,地 下水が住民生存の根幹に関わる問題であ り,対 策を急速に進展させる必

要があるとの社会的合意が前提となる.す なわち,地 下水税の導入は,そ の税収

を地下水保全目的への財政支出と完全にリンクさせて運用する財政政策が求めら

れていることが前提である。これは,税 制の設計や事後評価の過程に住民が参加

できる参加型税制1,の構築を意図している。ただ留意すべき重要なことは,税 導

入後,一 定期間を経た段階で支出計画の進捗状況を点検し,農 業を取 り巻く情勢

や財政需要の状況等を踏まえ,制 度の総合的な見直しを図る必要があるという点

である。そのことは,法 定外税を新設する際の留意事項に準ずることにもなる2}。

1)参 加型税 制の意義 につ いては 植 田[2003]を 参照。

2)法 定外税 の新設 に際 しては,「 社会経 済情勢の変化や国の経済施策の変更の可能性等 に鑑み,ノ
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1課 税主体

熊本地域は,地 下水を育む地質や地下水の流れなどが密接に関連 している2

市12町2村 から成 り,生 活用水のすべてが地下水で賄われている。つまり,熊

本地域は,地 域内のすべての住民や企業がその地下水の恩恵を享受 していると

いう意味で,地 下水の一大受益地帯となっており,自 治体間に明確な受益 と負

担の関係が存在 しない。例えば,熊 本市 も益城町も受益者であり,な おかつ負

担者となり得る。この場合は,両 者が共同して問題に取 り組まなければ 「受益

と負担の一致」は担保されない。したがって,地 下水税 とその支出 との関係は,

より明確かつ直接的であることが要請され,16市 町村の協調による広域的な課

税が構想されることになる。以下では,熊 本市が単独で地下水税 を導入する

ケースと比較 しながら,16市 町村が共同で地下水税を導入することの是非につ

いて理論的検討を行 う。

第4-1図 は,熊 本市で課税された地下水税の税収を用いて費用負担 し,熊

本地域で最も重要な地下水酒養域に位置する大津 ・菊陽町に委託 した地下水保

全事業の便益が熊本地域内の他の市町村にも及ぶ ケースを示 している。第4-

1図 の縦軸には価格 ・便益,横 軸には地下水保全事業の供給量が とられている。

SMBkは,大 津 ・菊陽町が水田保全事業によって追加的に地下水酒養量を1単

位増や した場合に生じる熊本市の社会的限界便益を示している(な お,こ こで

は選好顕示の間題は存在 しないと仮定 し,こ の直線は当該住民すべての限界便

益を垂直方向に足 し合わせている)。SMBkが 右下が りになっているのは,追

加的な事業によロって当該住民が得られる便益の増加分が次第に小さくなってい

くことを意味 している。議論を簡潔にするため,MCで 表されている地下水

保全事業の限界費用は,図 中Pの 高さで一定であると仮定されている。つまり,

事業の供給量に関わらず,そ れにかかる限界費用は均一となる。ここで熊本市

が当該住民の余剰を最大化することを目的 としていれば,SMBkとMCの 交

点で事業が実施される。ところが実際には,熊 本市が費用負担して実施されて

＼原則として一定の課税を行う期間を定めることが適当1とされている、
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いる事業の便益(地 下水酒養量の回復 という便益)が 熊本地域の他の市町村に

も拡散する 「スピルオーバー」が発生している。そのため,こ の事業の結果と

して,他 の市町村にSMB。 の便益が生 じている。このSMB。 を考慮 した場合,

この事業が最適点で実施されていないことは明らかである。熊本市の社会的限

界便益とすでに見たスピルオーバーによって他の自治体が得た限界便益を合わ

せた熊本地域全体の杜会的限界便益は,SMBkとSMB。 を垂直方向に足 し合

わせたSMBRに なる。したがって,熊 本地域全体か ら見た最適な事業供給量

は,図 中のQRで 示される。ところが,熊 本市が単独で導入するケースでは,

費用負担する熊本市にとってQkの 水準で事業を行うことが最適 となるため,

このままでは熊本地域全体にとっての最適な事業供給量QRは 実現せず,受 益

と負担の不一致が生 じることになる。 したがってこの場合,受 益者負担に基づ

く地域間の明確な費用負担ルールのもとで,16市 町村が協調 して最適な地下水

管理水準を実現する共同税の導入が望ましい。他の市町村が差額の費用を負担

すれば,最 適点で事業が実施されると同時に,受 益 と負担の一致が達成される

か らである。
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以上から,熊 本市が地'卜水税を単独で導入し,自 発的に費用を負担 して地下

水保全対策を実施した場合,そ の対策による地下水油養量の回復という便益 は

当該市のみに排他的に帰着 しない。そうすると,他 の市町村には熊本市の政策

に 「ただ乗 り」 しようとする誘引が働 くため,理 論上は熊本市単独での導入で

はなく,熊 本地域一律の地下水税を導入しなければならない。 しか し現実には,

少なくとも以下の2つ の理由から16市町村が共同で地下水税を導入することは

容易ではない。

① 熊本地域を構成す る自治体は人口66万人を超える熊本市から5300人 の旭

志町までそれぞれに状況が大きく異なるため,地 下水問題に対する認識の

相違や温度差の解消といった自治体間の調整が少なくとも現時点では容易

ではない。

② 水道料金の体系が各自治体ないし企業団で異なるため,地 下水保全税を

使用量に応 じた従量税として仕組む場合にはかなり煩雑な作業を要する可

能性がある、

そこで次項以降では,上 記2点 をはじめとする諸問題が解決されるまで.熊

本市が先立って地下水税を導入すると想定 し,そ の制度設計について検討する。

もちろん,す でに分析 したように,熊 本市単独での地下水税の導入は,理 論上,

決 して望ましい形での導入とは言えない。 しか し一方で,熊 本市が地下水の恩

恵を享受する最大の受益者であると同時に地下水位の低下に寄与する最大の水

利用者(原 因者)で あること,地 下水問題は今現在 も進行 している緊急の課題

であることを踏まえれば.熊 本市が リーダーシップを発揮 して熊本地域内の他

の市町村に先立って地下水税を導入することの意義は小さくないであろう、、

2課 税標準と課税方式

課税客体 とは,納 税義務が発生する事実ない し物件をいい,そ れについて課

税上の観点からとられた価値を示す価格や数量を課税標準という。地下水税の

課税標準は,前 稿第皿節で紹介 ・分析 した事例を参考にすれば,「水利権上の
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許 可 量 」(ハ ンブ ル グ市)と 「地 下水 の取 水 量 ・使 用 量 」(オ ラ ン ダ,ノ ー ス ・

ブ ラバ ン ト県,バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル グ州,ベ ル リ ン市),と い う2つ の

選択 肢 が 考 え られ る 。 そ こで 以 下 で は,こ れ らの 課 税 標準 とそ の課 税 方式 につ

い て そ れ ぞ れ考 察 し,い ず れが 熊 本 市 の地 下 水 税 に 最 も適 合 した もの とな り得

るか を検討 す る。

(1)取 水 権 上 の許 可量=【 定 額 制+従 量 制1

取水 権 上 の 許 可量 とは.年 問 の最 大 取 水 許 可 量 の こ とで あ る。 す で に見 た よ

う に,ド イ ッの ハ ンブ ル グ市 は,取 水 量 が この 許 可量 内 で あ る 限 りは定 額 制 を

適 用 し,そ の許 可 量 を超 過 して取 水 した 場 合 に は,実 際 の取 水 量 に応 じて課 税

す る従 量 制 を適 用 す る とい う,2つ の 課 税 方 式 を組 み合 わせ て い る。 ま た,こ

の 課 税 方 式 を 「水 の使 用 量 」 に適 用 した 場 合,許 可取 水 権 とい う形 で は な く,

一 定期 間 内 で の最 大 使 用 量 を別 途 決 定 す る とい う点 で異 な る が
,そ の他 は 同様

に適用 で きる。 この よ うな課 税 方 式 に は,次 の よ うな利 点 が あ る。 第1に,許

可量 を超 過 した取 水 に課 され る従 量 税 が 許 可 量 内 に取 水 を抑 制 しよ う とす る い

わ ば 直接 規 制 に似 た 効 果 を補 完 し,よ り確 実 な 総量 規 制 が可 能 に な る とい う点

で あ る31。第2に,許 可水 量 内 で あれ ば,取 水 権 とい う形 で 一 定 額 の財 源 が 確

実 に調 達 で きる た め,そ の部 分 に限 って い え ば,安 定 した財 源 を確 保 す る こ と

が で き る とい う点 で あ る。 しか し他 方 で,次 の よ うな 欠点 ・留 意 点 もあ り,熊

本地 下水 税 へ の適 合 性 につ い て は,さ らな る検 討が 必 要 で あ る。

① 許可 量 以 下 の取 水 者 に は,地 ド水 保全 対 策 費 の受 益 者(原 因者)か らそ

の受 益(寄 与)に 応 じた 負 担 配 分 が 実現 さ れ な いた め,許 可 量 以 下 の 取 水

を抑 制 す る イ ン セ ンテ ィブ が働 か ず'1,極 論 す れ ば,許 可 量 まで は 自由 財

的 な浪 費 が 行 わ れ る可 能 性 が あ る5)。

3〉Janlckea【1dWeidner[1995]は,経 済的手段への期待が大きい今日でも,現 実に導入されて成

功した環境政策の例を分析してみると,実際には,直 接規制による効果が大きいことを指摘して

いる、この点についての理論的分析は,例 えば,岡[1997]を 参照。

4)こ のことは.税 ・課徴金が直接規制よりも有効であることが主張される論拠の1つ としてしば

しば挙げられる(石[1999]〉.

5〉 柴崎 ・高橋 ・中馬[1989]は,個 々の浪費量はわずかであっても.そ れが集計されれぱ莫大/
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② 課税客体が 「取水量」である場合,次 の点について留意する必要がある。

自前の井戸から取水する場合は,取 水量=使 用量 と認識されるために税負

担が水利用者にダイレク トに帰着するが,上 水道の場合は,水 道事業者か

ら水利用者への価格転嫁が与件となる。

③ 取水権上の許可量,あ るいは一定期問内での最大使用量は,一 方でシビ

ル ・ミニマムの確保 という側面もあるが,そ れが地 ド水の持続可能な利用

(sustainableuse)を 実現できる基準に設定されることが決定的に重要と

なるため,そ の基準の社会的合意を根拠づけるデータ等の蓄積や議論を深

める必要がある%

(2)地 下水の取水量 ・使用量1【従量制】

課税標準に地下水の取水量 ・使用量を適用する場合,地 下水保全税は従量制

となる、、この課税方式は,次 の2つ の理由から,熊 本地下水税の日的 と最 も整

合的である"。第1に,地 下水保全対策費の受益者(原 因者)か らその受益

(寄与)に 応 じた負担配分がなされ ることである。第2に,地 下水位の低下を

引き起こす顕在的ないし潜在的原因の寄与に応 じて課税されるため,税 率の レ

ベル次第では,水 利用者の節水意識を高め,水 利用の抑制を促すインセンティ

ブ効果が期待できるという点である8,。しかし一方で,次 のような問題点 もあ

る。

① 予想以上に水利用を抑制するインセンテ ィブ効果が発揮された場合,当

初予定 していた財源を確保することができなくなる。

② 従量制の採用に伴 う税務行政上のコス トが,場 合によっては税収を上回

るおそれがある。

＼な総,需要にな ると指摘 している、、

6)こ の点で傾聴すべ き議 論を展 開 してい るもの として,柴 崎 ・中馬 ・高橋[1989]の 「許容揚水

量 ・許容限界水位」の決 定要件 に関す る議論がある,、

7)熊 本市で実施されたア ンケー ト調査の結果 も,税 負担の形態について住民 の80%以 上が 「使用

量 に応 じた税負担」を選好 していることを示 してい る、

8)Andersen[19941は,排 水課徴金制度の国際比較分析を行い,環 境税 が有効 なイ ンセ ンテ ィブ

効果 を生む には,汚 染寄与度か汚染量 に応 じた課税が必要である ことを実証 している。
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①については,確 かに水利用の抑制が進むにつれて当初より税収が減少する

が,生 活に必要不可欠な水を地下水に依存する限 り,あ る水準まで減少すれば

税収は安定化す るであろう。また逆に,税 収の減少を政策効果(水 利用の抑制

効果)の 表れであると評価する見方 もある(Kraemer[1995]p.239)。 なお,

② については,次 項で改めて検討する。

3納 税義務者と徴収方法

理念が明確でかつ理論的に望ましい税であっても現実に十分な税収を調達で

きず,税 務行政上の困難 を招 くようであらてはならない(能 勢[1986]186

ページ)。望 ましい税務行政を実現するためには,次 の2点 が要請される。そ

の第1は,課 税情報の捕捉であるど これは,地 下水税のケースで言えば,対 象

となる井戸と使用量 を的確に捕捉で きるか とい う問題である。熊本市では,県

及び市の地下水保全条例によって,吐 出口の断面積が6m3(直 径2。8cm)を

超える井戸設置の届出及び採取量の報告が義務づけられてお り,大 部分の課税

情報を捕捉することがで きる,、したがって,現 時点で不十分な要素は,① 吐

出口の断面積が6m3以 下の小規模井戸に対 しては条例で届出が義務づけられ

ていないこと,② 採取量の報告が義務づけられている場合であっても量水器

を設置 していない利用者もいるため,必 ず しも正確な使用量が報告されている

とは限らないことの2点 である。で きる限り公正な負担配分を実現するために

は,そ れぞれ以 ドのような対処法が考えられる。

① 第㎜節で考察 した ドイッの例を参考にすれば,徴 税コストの観点から小

口採取者を非課税とすることも考えられるが,地 下水保全条例を一部改正

し,届 出が義務づけられていない地下水採取者 も含め,す べての地下水採

取者に井戸設置の届出を義務づけることが望ましい働。ただ し,そ の採取

量の捕捉については,徴 税 コス トの方が税収を上回ることは明らかである

ことから,小 口採取者に限って定額制を採用 し,一 定程度公平1生を担保す

9)熊 本市では,全ての井戸に届出義務を課した場合の新規届出を約5000件と見積もっている.
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る こ とが 次 善 の 策 と して 考 え られ る 。

② 採 取 量 捕 捉 の 精 度 を高 め る た め に,小 規 模 井 戸 を除 くす べ て の 井戸 に量

水 器 の設 置 を義 務 づ ける 。

以 上 の対 処 法 は,い ず れ も初 期 の事 務 負 担 が 大 き くな る.量 水器 設置 に伴 う

費 用 とそ の 後 の 管 理 費 用 が かか る,と い った デ メ リ ッ トは あ るが,以 下 に列 挙

した 点 で か な りの メ リ ッ トもあ る と考 え られ る。

・市 全 域 の 地 下水 の使 用 を把 握 可 能 にす る
。

・自家 汲 み 上 げ す る水 利 用 者 か ら徴 収 す る課 税情 報 が一 元 化 され
,長 期 的 に

は 税 務 行 政上 の負 担 が 小 さ くな る。

・地 下 水 の採 取 や利 用 に 関 して 必 要 な 最新 情 報 や記 録 資 料 を継 続 的 に創 出 し
,

地 下水 管 理 の情 報 基 盤 を強 化 す るゆ。

・地 下 水保 全 の啓 発 効 果

望 ま しい税 務 行 政 を実 現 す るた め に 要 請 さ れ る 第2の 要 素 は,行 政 効 率 で あ

る。 具体 的 に言 え ば,税 務 当 局 が投 じ る人 員や 労 力 とい っ た 「徴 税 コ ス ト」 と

納 税 者 が 申 告 等 に 費 や す 時 間 や 労 力 と い っ た 「納 税 コ ス ト(c。mpliance

cost)」 を適 切 な レベ ル に抑 え る とい う こ とで あ る(Sandford[1981])。 地 下

水税 導 入 の根 拠 で あ る受 益 者 負 担 や水 利 用 の抑 制 とい う観 点 か らい えば,水 道

利用 者,事 業 用 地 下 水 利 用 者,小 口採 取 者 とい っ た水 利 用 者 を納税 義 務 者 とす

る こ とが望 ま しい。 また そ れ は,消 費段 階で の課 税 を意 味 し,税 源 配 分 の 配 分

の原 則">か ら地 方 税 と して も望 ま しい こ とを意 味 す る。 しか し,水 道 利 用者 の

場 合 に は,徴 税 コ ス トーヒ,水 道事 業 者 を特 別 徴 収 義 務 者 に指 定 し,水 道 料金 と

合 わ せ て徴 収 ・申 告納 付 す る こ とを 要請 せ ざ る を 得 な い 蓋3)。ま た,こ の特 別 徴

収 制 度 が 採 用 され た 場 合 で も,水 道 利 用 者 に単 な る水 道 料 金 の 上乗 せ と認 識 さ

10)前 稿第Ili節で紹介したように.実 際.ド イッではこの点が評価されている、

11)税 源配分の配分の原則とは,市 場の取引に対する課税は生産段階での課税を国税に,消 費段階
での課税を地方税にという原則である(神 野[2001])。

12)水 道利用者に税負担分を転嫁させることを与件とし,納 税義務者を 「地 ト水取水者」にすれば

この点は回避できるが,そ の場合でも,請 求書や啓発活動といった水道利用者の意識啓発のため

の工夫は不可欠であり,水 道事業者の峯務負担は少なからず増すことになる。,
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れないように,請 求書には地下水税 と水道料金とを明確に区分して表示し,合

わせて水道事業者が啓発活動を行うといったような工夫が必要となろう。これ

は,水 道事業者の電算システム変更等に伴 う事務負担の増大を意味するため.

徴税 コストや納税コス トを算出の上,再 度の検討を要する。その際,制 度上の

工夫(税 制の簡素化や手続 きの適正化など)と 共に行政機構の整備(IT機 器

等を用いた業務効率化や教育。情報の提供など)に ついても考慮する必要があ

ることは言うまで もない。

4税 率

(D税 率の決定方法

Ekins[1999]は,環 境税を先進的に導入 ・活用 している諸外国の事例を考

察すると,税 の目的がかなりの程度,税 率決定に影響を与えていると指摘し,

各種の目的に適応する環境税を以下で説明する3つ の タイプに分類している。

この分類を全面的に支持するには別途議論を要するため,こ こではさしあた り

エキンズの分類を第4-2図 のように図式化 し,各 タイプに該当すると思われ

る税率決定方法を当てはめてみた131。ただし,以 下のように分類された環境税

は,相 互に排他的でないことに留意する必要がある。なぜなら.そ れら3タ イ

プの環境税は,重 視する日的を大別すると 「政策に置 くのか,財 源調達に置く

のか(ま た何のための財源を調達するのか)」 という視点で分類されているが,

本来,環 境税には,両 方の目的 ・機能を持つ二重性という性格があると考えら

れているからである(植 田[1997],諸 富[2000])。 したがって,例 えば,財

源の調達を主たるEI的 としている環境税であっても,結 果として環境政策上の

インセ ンティブ効果をもたらす場合があり,そ の逆もあ り得るのである。

13)こ こでは単純 に図式化 したが,環 境税 の税率決定方法 については,環 境税 の目的だけで な く,

例えば,税 収の使途 の内容 も含めて考 える必要があ るため,今 後の検討課題 と して改 めて別稿 を

起 こしたい.
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第4-2図 環境税 の目的 と税率決定方法

【環境税 の 目的】 【税率決定方法】

1環境政策一K二1二㍍
一欝 鰻

(standardsandphcesapProach)

H狭 葬 の 財 源 調 達(cosセcoverhlgch… 娃ges)

財 源 調 達 ア プ ロ … チ

皿 広 義 の 財 源 調 達(revem1αr組singtaxes)

タ イ プ1二 環 境 政 策(incentivetaxes)

これ は,税 収 につ い て は一 切 考慮 せず,純 粋 に環 境 負 荷 を もた らす経 済 活 動

の抑 制 を 目的 と した 環 境 税 で あ る 。 この タイ プ の環 境 税 の税 率 決 定 には,い わ

ゆ る 「ピグ ー税14)」と して 知 られ る最 適 課 税 ア プ ロ ー チ(OI)timalaPI)roach)

と 「ボ ー モ ル=オ ー ッ税151」と呼 ば れ る基 準 ・価 格 ア プ ロ ー チ(standardsand

pricesapproach)161の2つ の方 法 が 考 え られ る。 前 者 の ピ グー 税 を 地 下 水 税 と

して表 現 す る と,地 下 水 位 の 低 下 を 引 き起 こ して い る過 度 の水 利用 の最 適水 準

に お け る私 的限 界 費 用(市 場 で 評価 さ れ て い る水 利 用 に伴 う費 用価 格)と 社 会

的 限界 費用 との差,す な わ ち 限 界外 部 費 用(熊 本 市 全 体 が 実 際 に被 って い る地

下水 位 の減 少 とい う負 の 影 響 を 貨 幣単 位 で 表 した もの)に 相 当 す る税 額 を,1

m3あ た りの 水 利 用 に課 す 税 とい う こ と に な る。 つ ま り、 ピ グー 税 を課 す こ と

に よ って,各 水 利 用 者 の 限 界 削 減 費 用(水 利 用 を1m3減 らす た め に必 要 とな

る費 用)が 均 等 化 され る と同 時 に,最 適 な水 利 用 水 準 を達 成 す る こ とが で き る。

14)ピ グーは,『厚 生経 済学』(Pig(》11[1920])に おいて,租 税政策手段 としての課税 を提 唱 した。

ピグー税 ぽ,限 界損害費用の測定が不可能,あ るい は不確実性が大 きい との理由か ら,現 実 的な

環境税で はないと言われてい る,イ ギ リスの埋立税 は,最 適課税 アプローチを用 いて税 率を決定

した,い わば ピグー税 を想定 して導入された唯一 の箏例であ る(Ekins[1999]p.47)、

15)Baumoland〔)ates[19711に よ・・て提 唱され,最 適汚染水準 の実現 とい う意味で の効率性 をあ

きらめる代わ りに,実 行可能性を高めた税だ といわれ てい る。 この税を想定 した導 入例 としては,

ドイッの排水課徴金があ る.

16)Ekins[1999]は,税 をあ る目標水準 を実現す るための道具(instrument)で あ ると捉 え,レ`in・

sLmmelltalappmach"と 表現 し.基 準 ・価格 アプローチ と同義 に用いてい る,
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したがって,こ の税の税率を計算するには,限 界外部費用を正確に算出し,そ

れに相当する税額を単位あた りで表すといった手順を踏むことになる。これが

最適課税アプローチと呼ばれる税率決定方法である、,

後者のボーモル ・オーッ税を同 じく地下水税として表現すると,ま ずある基

準(例 えば,自 然科学的知見や計画目標等)に 基づいて集合的意思決定プロセ

スで決められた水利用量を設定 し,次 に適当に設定した税率171を試行錯誤的に

調整した上で,目 標 とする利用量が達成される税率を 「次善の」最適税率 とす

る税 ということになり,目 標 とする水利用量を最小の費用で実現することがで

きる。したがって,こ の税の税率を決定するには,既 存の井戸で地下水を適正

に利用するためには,水 利用量をどの程度抑制 しなければならないかを特定 し,

総水利用量を遵守するための限界削減費用を算出することが前提条件 となる。

これらの条件を満たした上で試行錯誤的に税率調整を行い,「次善の」最適税

率を決定す る方法が基準 ・価格アプローチである。

タイプ皿:狭 義の財源調達(cost-coverlngcharges)

これは.汚 染者負担の原則(PPP)を 根拠に,環 境利用(汚 染物質の排出)

のモニタリングや規制の実施に必要となる行政費用をその利用者(排 出者)に

負担配分 し,そ の費用を賄 うための財源調達を目的とした環境税である。 この

タイプの環境税では,先 に調達すべき特定の環境サービスに対する費用及び環

境保全に関連する行政費を賄 う必要収入額が決まって部り,税 率はその必要収

入額から逆算 して決定するという方法がとられる、、

タイプ1旺:広義の財源調達(revenUe-raisingtaxes)

これは,監 視測定や規制 といった行政費用に限定せず.そ れ以外の環境保全

経費(汚 染の未然防止技術への投資費用.汚 染による健康被害者への救済費用,

地下水酒養機能の回復費用:),あ るいは所得税や社会保障負担を引 き下げるた

めの原資 といった,各 種の支出計画の実行に必要となる財源の調達を目的とす

るという点で タイプHの 環境税とは異なる(こ の意味から,タ イプHと タイプ

17)言 い換えれば,社会全体の便益に関わらず,実現可能な範囲で決定した税率ということになる,,



26(176)第173巻 第2号

皿の環境税が もつ財源調達 目的をそれぞれ 「狭義」 と 「広義」に区別 してい

る)。 しか し.こ の タイプ皿とタイプHの 環境税はともに財源調達を目的とし

ていることから,こ の点を除けば両者に大きな違いはない。実際 ,タ イプ皿の

環境税の税収か ら部分的に環境関連規制に必要な行政費用を捻出する環境税も

あ り,両 者はきわめて密接な関係にあるといえよう。そのため,必 要税収額か

ら逆算 して税率を決定するというプロセス自体に相違はないが,上 述の理由か

ら,あ らか じめ必要となる税収総額が 「当面必要となる税収総額」になる。し

たがって,両 タイプの環境税の税率決定方法を財源調達アプローチと呼ぶこと

にする。

以上,環 境税を3つ のタイプに分類 し.そ れぞれに適応 した税率決定方法の

整理を行った、、ここで,熊 本地下水税がいずれのタイプの環境税として分類さ

れ,ど の方法を用いて税率決定されるべきかを検討 しよう。これまで見てきた

ように,環 境税の税率決定方法は,そ の課税目的に一定程度依存する。そこで,

すでに前稿第H節 で述べた熊本地下水税の課税 目的を再度以下に列挙する。

① 熊本地域の地下水滴養域 として最 も重要な白川中流域の水田から生じる

外部経済(公 益的機能)を 保全する財源の負担を,そ の事業によって利益

を受ける熊本市の住民及び企業に求めること。

② 地下水位減少の潜在的(あ るいは顕在的)原 因者である地下水利用者に

節水を促す経済的誘因を与え,水 利用を抑制すること。

これら2つ の目的から,地 下水税がすでに述べた環境税の 「二重性」という性

格を帯びていることがわかるが,地 下水位低下 ・湧水量減少という環境破壊を

引き起こした原閃への寄与度,対 策の緊急性,期 待される効果の大 きさ(財 政

支出効果を含む)と いった点から判断すると,① の目的を第 義 と考えるべき

であろう。 したがって,熊 本地下水税はタイプ皿の環境税に該当し,税 率は財

源調達アプローチの適川によって決定されることが最適であると考えられる。

厳密には,次 項で検討する税収の具体的使途を踏まえて定式化しなければなら

ないが,基 本的には,以 下のように年間に必要とされるすべての地下水保全対
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策とその実施に伴って必要となる維持管理経費を合計 し,そ れを年間水使用量

で割 り返 して税率を算出するという手順で求められる。

《熊本地下水税の税率決定方法》

標準税率=地 下水保全対策 ・維持管理経費の年問必要額÷年間水使用量

環境税の税率は,結 果的には政治上のプロセスで決定される。そのため,こ

の方法で得 られた税率は,例 えば,地 下水保全対策に対する熊本市民の支払意

思額(WTP〉 に基づいた税率181や他国ない し他地域で適用されている税率 と

の比較を行うといった微調整が最終的には必要となろう。また,そ の最終的な

税率がもう1つ の目的である水利用の抑制効果を生むレベルであるか どうかは

さらなる検討を要するが,Lで 選択 した方法を用いて決定された税率のもとで

は,そ うした政策効果はあくまで もその結果であることに留意が必要である。

(2)減 免 措 置

水を多量に利用する水集約的な塵業に対する課税については,次 の点で区別

して論 じなければならない側面がある。第1に,税 の公平性や簡素性,地 下水

保全効果,効 率的な課税 という意味では,減 免措置を認めない制度を設計すべ

きであるが.現 実には税の導入に伴う経済的利益の調整のためにしばしば政治

的判断が優先されるという点である,,また第2に,課 税に伴って,経 済活動の

空問的移動が生じる可能性があるという点である。これは,熊 本市のみで地下

水税が導入されるために.市 域内の企業がその税負担を回避するために他地域

に流出してしまい,地 下水保全財源を失うだけでなく,地 下水保全効果をも減

殺 してしまうという問題である。 もちろん,そ うした現象が実際に生 じるか ど

うかは,移 転コス トを中心としたその他の諸要素に依存するため.そ のことを

正当化する全面的な根拠はない。 しか し,市 町村という最 も狭い行政単位での

導入という状況を考えると,少 なくとも理論の上ではその可能性を考慮せざる

を得ない。 この移動性の問題は。第1項 で示唆した16市 町村の協調による共同

18)浅 野[2003b]を参照。
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税という形での導入を再び正当化する根拠の1つ となろう。 しか しいずれにし

ても,で きる限り税の公平性や簡素性,地 下水保全効果を担保 しつつ,水 集約

的な産業に合意の得 られる措置が要請される,,工業用水については,第 皿節で

紹介した事例や他の環境税の事例を参考にすれば,以 下のような措置が考えら

れる,,

① 低税率 ・控除の適用

オランダや ドイツのバーデン ・ヴュルテンベルグ州では低税率の適用,ハ ン

ブルグ市では90%の 税額控除という措置が採られている。 しかし,水 利用量の

価格弾力性が比較的高いとされる工業用水19)にこのような措置を適用すること

は,地 下水税の租税政策効果を大 きく損なう可能性があると同時に予想 してい

た税収が得られなくなる,,そ こで,単 に支払い税額を割引 くのではなく,節 水

技術の投資額を地下水税の支払額から控除するという方法も考えられる。

② 税率の段階的引き上げ

これは,最 初は低税率で導入し,税 率を段階的に引き上げていくという方法

であり,ド イッやデンマークの炭素・エネルギー税のケースで用いられている。

この措置の利点は,予 め税率上昇スケジュールを明示しておくことで,企 業が

計画的に適応できること,節 水に関する技術革新を促すインセンティブが期待

できることである。また,長 期にわたる水価格上昇を上回る節水技術の向上を

達成 した企業は.生 産コス トの削減,競 争力の強化につながるであろデo,。

③ 自主協定制度

これは,節 水に関する先進技術等への投資 ・実現を条件に低税率の適用を容

認 し,一 定期間中に,例 えば,あ る水準の循環率を実現できなかった場合には

標準税率が適用されるという自主協定を企業側 と締結する措置である(デ ン

マークの炭素 ・エネルギー税のケースで実際に採用されている)。 この措置の

19)柴 崎 ・高橋 ・中馬,前 掲論文.97ベ ー ジ.

20)熊 本市水保全課[2002]で は,`株)九 州 目本電気や(財 〉化学 及び血清医療法研究所の ように・

すでに循環率95%以 上(そ れ ぞれ98、95.5%)を 達 成 している企業 もあることが公表 されてい る。
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利点は,日 標水準を実現で きなかった場合に税負担の大きい標準税率が適用さ

れるということが強制力 として働 き,高 度な節水技術への投資及び水利用の合

理化を促す インセンティブ効果にある。

最後に,農 業用水に対する軽減措置について触れておこう,、農業用水に対す

る課税にも工業用水の場合 と同様,理 論的には優遇されるべきではない。とこ

ろが,現 在の農業の実態は,減 反政策の見直 しによる水田作付けの自由化や米

関税の引き下げ圧力による外米普及など,厳 しさを増 している。また,こ うし

た状況に加え,農 業の多面的な公益的機能(特 に水源酒養機能〉 という側面に

も着目すれば2",農 業用水への課税に何らかの減免措置を講 じることにある程

度の合意が得 られるだろう。そこで,税 制の簡素性,地 下水保全効果,と いう

2つ の視点から,例 えば,次 のような措置が考えられる。すなわち,あ る水準

以上の水田作付け(地 下水酒養能力が高い とされる飼料稲の作付け33)を含む〉

が認められる農家の農業用水に対 して,課 税を免除するという措置である。こ

の措置では,要 請す る作付け量の水準によっては,す べての農家の農業用水が

事実上,非 課税 となるか もしれないが,各 農家に水田作付けを促す インセン

テ ィブが働 き,結 果として,地 下水保全につながる可能性がある231。また,仮

に熊本市域すべての農業用水が非課税対象となったとしても,熊 本市全体の地

下水採取量に占める農業用水の割合が11%(2001年 度)と 比較的少ないため,

税収の著 しい減少を引 き起 こすこともないだろう。

5税 収の使途

環境税の税収は,概 して次の2方 向に用いられる傾向がある。1つ は,租 税

政策単独の効果以上に環境政策上の効果を高める(厳 密には,そ の効果は相互

21)熊 本地域 における農業の多面的機能の経済評価 については,浅 野[2003a]を 参照 。

22)地 下水潤養 とい う点で は,水 稲の作付 けが最適で あるが,国 の減反政策 による生産調整の もと

で は圏難であ るため,飼 料稲の作付け導入が検討されている(笹 倉 「20011)。

23)た だし,熊 本市域(特 に江津湖の西側)の 農地は,減 水深が低いため,地 下水滴養への寄与 は

低い と考 えられてい るため,大 きな効果は期待で きないか もしれ ない。
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に補完 し合 う)こ とを目的とした環境関連経費の支出財源 として用いられるこ

とである。そ してもう1つ は,他 の公共政策上の目的を実現するために用いら

れることである。後者の典型例としては,環 境税の税収を社会保険料の雇用者

負担分を引き下げる財源として用い,そ の削減によって労働 コス トを引 き下げ,

雇用創出を図るとい うものである30。熊本地下水税の場合,以 下で検討するよ

うに,税 収は地下水関連経費を賄うだけでなく,農 業政策の目的を実現するた

めの財源としても用いられ得る。 しか し,地 下水税を目的税 として導入する場

合には,そ の財源は,ノ ース ・ブラバン ト県やベルリン市のように,ま ず地下

水の維持管理や地下水保全対策に特定ないし優先的に用いられるべきであろう、

地下水の維持管理費用は、地下水使川量の監視にかか る費用 と地下水の現状把

握(量,質,地 盤沈下など)に かかる調査費であり.初 年度は新規量水器の設

置費がこれに含まれる。

地下水保全対策に関しては,支 出する財源を最 も費用対効果の高い対策に優

先的に用いることが重要である。熊本県 ・熊本市[1996]で は,地 下水酒養機

能の回復に関する対策 として,水 源潤養林等の造成,地 下水の澗養に配慮 した

公共事業の推進,雨 水浸透施設の整備,水 田を活用 した酒養事業の推進,人 口

漉養の検討といった種々の酒養事業の推進が挙げられているが,白 川中流域の

既存農地をできる限 り活用した方策(湛 水を伴 う営農)が 最優先課題であると

同時に最 も有効であることが指摘されている(市 川[2003]〉 。 しか し,現 在の

減反政策による生産調整や助成金体系のもとで,白 川中流域の農家に対 して,

何の補償 もなく私的財である農地の用途変更を強制す るような政策を実施する

ことはで きない25)。そこで,白 川中流域の農家に水田作付けや湛水(=地 下水

保全事業)を 委託することに対 して,地 下水税収の一部からいわゆる 『協力

24)こ れは,環境政策と経済政策の統合を志向した 「環境税制改革」と呼ばれ,ヨーロッパではそ
の現象が今や普遍化しつつある。

25)例 えば,守友[2002]は,白 川中流域の大津町における転作大豆と米の生産の経済状況につい

て,所得面では大豆の方が米を下回るが,大豆の集合転作への助成金によって.米を生産する方
が経済的に不利な状況になっていると試算している,,また,助成金額が同じにもかかわらず,飼

料稲に対して大豆が優位にある理由については,笹倉[2000を 参照されたい。
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金 』 とい う形 で の支 出が 必 要 とな る。 この よ うな支 出 は,清 水[2001]が 税 収

の使 途 に 関す る留 意 点 と して 挙 げ て い る 「一般 的 な農 業 振 興 や 農 村 政 策 に埋 没

させ る支 出」 に は該 当 し得 ない 。 そ れ は,第 且節 で す で に述 べ た よ う に,経 済

学 で は 通 常,外 部 経 済 が 発 生 して い る場 合 に は.そ の 活 動 に対 して 補 助 金

(「ピグ ー的 補 助 金 」 と呼 ば れ る)を 与 え て奨 励 す る こ とが 正 当 化 さ れ て い るか

らで あ る 、つ ま り,今 回 の ケー ス で い え ば,農 業(水 田 の 作付 け)の 公益 的 機

能(地 下 水 酒 養 機 能)を 保 全 す る 活動 に対 して,受 益 者 負 担 を根 拠 に協 力金 と

い う形 で 中流 域 の 農 家 に支 出 す る こ とが 正 当化 され るの で あ る。 した が って ,

地 下 水 税 収 の 一 部 を協 力 金 と して支 出す る こ とは,地 下 水 の 回復 ・保 全 だ け で

な く,農 業 の 振 興 に寄 与 す る とい う意味 で,熊 本 地 下 水税 は環 境 政 策 と農業 政

策 の統 合 を志 向 した税 財 政 制度 と して設 計 で き よ う。

税 収 の 使 途 に 関 す る も う1つ の 選択 肢 は,高 知 県 の 森林 環 境 税26シで そ の重 要

性 が 主 張 さ れ て い る広 報 ・啓 発(教 育)事 業 とい った ソ フ ト面 の整 備 財 源 とす

る こ とで あ る。 こ れ は,仮 に環 境 税 の税 率 が 環 境 負 荷 の 抑 制 を促 す イ ン セ ン

テ ィブ を生 む と は考 え に くい 水 準 に あ った と して も,税 制 自体 が もつ 教 育 効

果7♪に 加 え て,そ の税 収 で 創 設 した 基 金 で 賄 う教 育 プ ロ グ ラム(環 境 問 題 の存

在 や 問 題 解 決 へ の有 力 な 代 替 方 策 につ い て 公 衆 や 関係 者 を教 育 す る運 動 や 計

画)と 組 み合 わ せ る こ とで 環 境 政 策 上 の 効 果 を十 分 引 き出せ る可 能 性 が あ る と

指 摘 さ れ て い る か らで あ る28}。特 に,前 項 で 示 唆 した 財 源 調 達 ア プ ロ ー チ に

よ って地 下水 税 の税 率 を決 定 した場 合,納 税者 の節 水 意 識 の向 上,水 利 用 の 抑

制効 果 とい う意 味 で は必 ず しも有 効 な税 率 が適 用 され る と は限 らな い た め,地

下 水 税 の租 税 政 策 効 果 を補 完 す る手 段 と して この よ うな教 育 プ ロ グ ラ ム に税 収

26)高 知県[2002」 を参照、

27)『Hoemer[1998]ほ,税 制は.わ れわれの集合的価値(coUectivevalue)を 反映するだけでな

く,納 税者に重要な公共価値(publicv…Ihle)を教育し,繰 り返し教え込む重要な手段でもあ り,
多くの環境税のケースでも税制が もつ教育的役割を利用していると指摘している,、

28)控 えめな税率の環境税と教育プログラムを組み合わせた事例 としては,米 国アイオワ州の地下
水保護法やニュージャージー州のごみ規制税(litter(=`)ntroltax)カ、ある。Wexleτ11995』は.
前者の制度の分析 ・評価を行い,環 境政策におげる教育 ・啓発(demQnStration)政 策の間接的

便益の重要性を指摘 している、
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を用 い る こ との意 義 は小 さ くな いで あ ろ う、,

V結 びにかえて

最後に.本 稿では検討できなかった重要な論点を今後に残された課題 として

提起する。これまで検討 してきた熊本地下水税は,国 の減反政策に起因する水

田作付け面積の減少 と都市域での水需要量の増加によって引き起 こされる地下

水位の低下,湧 水量の減少に対する受益者負担及び原因者負担を根拠としてき

た。しかし,前 稿で述べたように,熊 本地域の地下水間題の原因には,都 市開

発の拡大による農地の減少という側面もある。重要な地下水1函養域に位置する

大津 ・菊陽町では1970年 代後半から国道を中心 とした道路網の発達によって熊

本市側から急激な開発が行われ,市 街地や宅地が農地に侵食 して広が り.現 在

ではその面積が両町で600haに 及んでいる。また,熊 本市域でも酒養地であ

る東側へ市街地が延び,相 当量の農地が市街地へ と変貌 してきている、その結

果,1930年 代から維持されてきた農地が大幅に減少し,現 在の地下水酒養量減

少の一要因となっている。つまり,こ れまで講 じてきた政策 と同時に開発行為

による酒養域への侵食を抑制する政策について今後検討 し,実 施する必要があ

る。そうでなければ,地 下水税で新たな財源を調達して地下水保全のための事

業 ・方策を講 じたとしても,一 方で市街化の拡大,農 地の減少が進行するよう

であれば,そ の政策効果は相殺されて しまうからである。言い換えれば,熊 本

地域の地下永保全目的を実現するためには,前 項で述べた環境政策と農業政策

の統合に土地利用政策を加えた総合的な政策統合を図ってい く必要がある。

『熊木地域地下水総合保全計画』では,土 地利用政策として熊本地域を区分し

て 「かん養機能保全指針」を定め,白 川中流域の濡養域には原則として開発を

誘導しないことを打ち出している291。この指針について,高 橋[1998]が 「健

全な水循環を求める先駆例」と評価 しているように,そ れ自体には一定の意義

は認められるものの,こ の指針には土地利用を規制する条例や要綱による法的

29)こ の指針の詳細については,熊本県・熊本市(1996)の47ぺ一ジ,表9及び表IOを参照・
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強制力はないので,そ の実効性は薄いといわざるを得ない3。,。しか し,わ が国

では,欧 米諸国に比べて土地の所有権に対する計画的コントロールが弱いこと

もまた事実である。すなわち,ド イッを典型とする欧米諸国では,自 治体の都

市計画,土 地利用計画に位置づけられない限り,開 発(農 地転用)は で きない

「建築不自由の原則」が確立されているのに対 し,わ が国では,地 主の土地所

有の自由が土地利用を優先する 「建築自由」が原則となっているのである(田

代[2003]239ペ ージ)。 したがって,今 後は土地を地域区分す るだけでなく,

私権の制限も含めた所有 ・用途 ・目的に応 じた社会的規制 と環境配慮を土地利

用計画に組み込む必要があろう。環境税との関連でいえば,既 存の固定資産税

に農地の市街地 ・宅地転換に対 して課税する土地転換税ないし開発税 としての

要素を組み入れ,潜 在的開発者に支払意思額と税とを比較させ.自 主的な判断

による参入退出を求めることも一案である。そのことは,環 境政策の基本原則

である原因者負担に立脚 していると同時に,税 体系全体を環境に配慮 した もの

へと変えてい く環境税制改革の理念にもかなう。
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